
青

　

木

い

て

教
如
の
木
仏
下
付
に
つ

馨

私
は
こ
こ
数
年
、
教
如
教
団
の
形
成
を
門
末

へ
の
下
付
物
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ

り
考
察
し
て
来
た
。
そ
の
最
も
顕
著
な
例
と
し
て
、
石
山
合
戦
直
後
の
天
正
九

・
十

年

(
一
五
八

一
・
二
)
教
如
流
浪
中
と
い
わ
れ
る
時
期
、
東
海
地
方
に
お
け
る
証
如

像
を
中
心
と
し
た
影
像
下
付
の
動
向
に
つ
い
て
提
示
に
赳
。
さ
ら
に

「名
古
屋
別
院

史
」
編
纂
の
過
程
で
、
「僧
侶
明
細
帳
」
(大
谷
派
宗
務
所
蔵
)
に
よ
り
教
如
の
下
付

物
全
般
に
わ
た
っ
て
比
較
的
正
確
な
数
字
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
上
記
の
も
の
に
さ
ら
に
こ
の
時
期
の
も
の
を
数
点
付
け
加
え
る
こ
と
が
で

(
2
)

き
た
。

ま
た
教
如
は
、
慶
長
六
年

(
一
六
〇

一
)
頃
以
降
寿
像
を
下
付
し
は
じ
め
る
こ
と

も
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
東
海
地
方
に
限
ら
ず
全
国
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

寿
像
下
付
に
つ
い
て
は
す
で
に
柏
原
祐
泉
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
世
を
通
じ

教
如
の
木
仏
下
付
に
つ
い
て

-

て
も
そ
の
下
付
は
慎
重
を
き
わ
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
異
例
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

(
3
)

た
よ
う
で
あ
る
。

寿
像
の
下
付
は
本
願
寺
教
団
の
場
合
、
ほ
ぼ
蓮
如
に
は
じ
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
。

蓮
如
の
場
合
、
当
初
は
宗
祖
と
の
連
座
像
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
単
身
像
を
下
付
し

て
お
り
、
そ
の
例
は
少
な
か
ら
ず
確
認
で
き
る
。
尾
張
国
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
「僧

侶
明
細
帳
」
か
ら
の
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
幕
末
厳
如
期
迄
に
次
の
よ
う
な
数
値
が
見
ら

れ
る
。
蓮
如
-
1
、
実
如
-
O
、
証
如
‐
7

(こ
の
数
値
は
疑
問
の
余
地
あ
り
)
、

顕
如
-
O
、
教
如
-
31
、
宣
如
-
O
、
琢
如
‐
O
、
常
如
-
〇
、

一
如
‐
1
、
真
如

I
2
、
従
如
-
O
、
乗
如
-
1
、
達
如
‐
98
、
厳
如
-
19
。

幕
末
達
如
寿
像
の
背
景
は
、
八
十
の
賀
の
紫
衣
勅
許
や
、
帯
杖
勅
許
な
ど
の
慶
事

が
あ
っ
た
こ
と
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
又
厳
如
の
場
合
は
明
治
期
の
数
字
が
大

半
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
や
は
り
教
如
の
寿
像
下
付
は
特
記
す
べ
き
も

の
と
し
て
注
目
す
る
こ
と
が
出
来
、
殊
に
慶
長
六
年
以
降
、
す
な
わ
ち
本
願
寺
寺
基

別
立
の
現
実
化
と
共
に
そ
れ
が
開
始
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
支
持
門
末
に
対
す
る
褒

五
九



六
〇

期
に
は

「宇
野
新
蔵
覚
書
」
に
よ
っ
て
も
門
末

へ
の
木
仏
下
付
が
行
わ
れ
た
こ
と
が

知
ら
れ
、
教
如
期
の
御
印
書
の
存
在
な
ど
か
ら
、
こ
の
数
字
は
ほ
ぼ
事
実
を
示
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
表

(西
)
の
准
如
は
木
仏
下
付
台
帳
た
る

「木
仏
之
留
」
を
記
録
し
て
お

り
、
慶
長
二
年

(
一
五
九
七
)
よ
り
木
仏
下
付
を
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ

の
は
じ
め
の
数
字
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
二
年
-
3
、
三
年
-
〇
、
四
年
-
3
、

五
年
-
6
、
六
年
-
18
、
七
年
-
48
、
八

・
九
年
-
欠
、
十
年
‐
76
。
こ
れ
を
見
る

限
り
で
は
、
教
如
の
別
立
が
現
実
化
し
て
く
る
六
~
七
年
頃
か
ら
急
増
し
て
い
く
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
教
如
方
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
こ
と
は
十

分
予
測
出
来
る
が
、
教
如
の
場
合
、
こ
う
し
た
下
付
記
録
は

一
切
伝
わ
ら
な
い
。
「申

物
帳
」
に
つ
い
て
は
慶
長
二
十
年

(元
和
元

・
ヱ
(
I
五
)
よ
り
始
め
ら
れ
て
お
り
、

次
の
宣
如
代
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
補
う
史
料
と
し
て
末
寺

に
い
わ
ゆ
る
下
付
の
添
状
、
又
は
許
状
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
御
印
書
が
遺
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
。
殊
に
木
仏
の
場
合
、
宣
如
期
の
元
和
以
降
い
わ
ゆ
る
裏
書
が
別
添
さ

れ
る
こ
と
が
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
教
如
期
の
場
合
は
そ
れ
が
極
め
て
少
い
よ
う

で
あ
る
も
の
の
、
「木
仏
尊
像
」
の
掛
幅
仕
立
の
裏
書
も
存
在
し
て
い
る
。
准
如
下

付
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
実
際
に
木
仏
の
背
後
に
添
付
さ
れ
た
小
型
の
裏
書
が
報
告

(
4
)

さ
れ

て

い
る
。

木
仏
下
付
に
関
わ
る
御
印
書
に
つ
い
て
、
管
見
に
よ
れ
ば
別
表
の
も
の
を
確
認
し

て
い
る
。
今
後
さ
ら
に
そ
の
数
を
増
や
せ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
う
ち
代
表
的
な
内
容

の
も
の
四
通
を
史
料
紹
介
の
意
味
も
か
ね
て
こ
こ
に
翻
刻
し
て
お
き
た
い
。

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
二
号

賞
的
色
彩
が
加
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
寿
像
の
道
場
で
の
安

置
は
、
そ
の
ま
ま
教
如

へ
の
忠
誠
と
強
固
な
支
持
を
誓
う
門
末
の
精
神
的
側
面
を
補

完
す
る
作
用
を
も
有
し
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
近
時
、
慶
長
期
の
木
仏
免
許
状

(御
印
書
)
十
数
点
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
た
。
こ
れ
以
前
の
明
確
な
木
仏
下
付
の
例
を
知
ら
な
い
が
、
分
立
の
こ
の
時
期
に

一
般
化
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
殊
に
木
仏
と
い
う
寺
院

・
道
場
に
お
け
る
最
重

要
物
件
の
下
付
の
動
き
は
、
教
団
形
成
に
極
め
て
有
効
に
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
予
測
出
来
る
が
、
御
印
書
の
発
給
は
宗
務
機
構
や
家
臣
団
の
問
題
に
も
重
要
な
示

唆
を
あ
た
え
て
い
る
。
以
下
小
稿
に
お
い
て
、
上
来
の
問
題
を
承
け
つ
つ
、
東
本
願

寺
分
立
直
後
の
木
仏
下
付
を
中
心
と
し
た
下
付

・
免
物
の
問
題
に
視
点
を
当
て
、
若

干
の
私
見
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
木
仏
下
付
の
状
況
に
つ
い
て
、
「僧
侶
明
細
帳
」
に
よ
っ
て
尾
張
の
場
合
の

数
字
を
見
て
お
き
た
い
。
た
だ
し

「本
尊
」
の
項
目
で
は
あ
る
が
、
絵
像
本
尊
の
数

字
が
僅
か
に
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
緯
如
-
1
、

蓮
如
‐
1
、
実
如
I
4
、
証
如
-
O
、
顕
如
-
2
、
教
如
-
6
、
宣
如
-
157
、
琢
如

-
15
、
常
如
-
96
、

一
如
-
28
、
真
如
-
4
、
従
如
1
3
、
乗
如
I
I
、
達
如
-
6
、

厳
如
-
14
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
如
以
前
の
数
字
は
伝
承
性
が
強
く
信
拠
し
が
た
い
。

そ
し
て
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宣
如
期
に
爆
発
的
に
増
大
す
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
顕
如

-

-



e

f

g

d

慶長期木仏御印書

年　 月　 日 発　 給　 者 浄溜 充　　　　　 所
「書 止 文 言」 所在 ・ 出典等

8 ・ 6 ・ 24 松 尾 左 近 ※有 越中国道林寺下称名寺

「働被排御印候者也」

富山善徳寺記録

13 ・ 8 ・ 2 松 尾 左 近 有(折) 能州鹿嶋郡向日村本念寺

下福勝寺

「男被顕御印候者也」

能登島町史　 資料第一巻福勝寺

文書(写真)

14 ・ 7 ・ 28 松 尾 左 近 有(折) 尾州犬山本竜寺

「為其被排御印也」

犬山市史史料編古代中世488頁

16 ・ 3 ・ 3 松 尾 左 近 ※有 加州大正寺慶徳寺

「男被顕御印者也」

3 ・22付永然寺添状アリ

加賀市史 資料編第3巻122頁

12 ・ 3 ・ 15 粟 津 右 近 有(折) 東漸寺

「働御印候如件」

寺誌「大法山東漸寺』 (京都市)

9 ・ 1 粟 津 右 近 有 羽州最上郡小田嶋白津郷

東根之村光専寺

「為其被顕御印候也」

山形県史　 古代中世史料 2 -

569頁

6 ・ 7 粟 津 右 近 無(折) 浄興寺殿下越後国蒲原郡

川中嶋河原口専徳寺慶龍

「向後可有安置候者也」

「なむの大地』118頁(写真)

1 ・ 3 ・ 20 横 田 河 内 ※有 専光寺門徒浄福寺浄念

「為其被顕御印候也」

10 ・ 9 ・ 12 横 田 河 内 有 浄興寺下越後三役村祐円

「男被顕御印者也」

新井市極生寺蔵「親鸞の越後』所

収

8 ・ 10 ・ 2 粟津勝兵衛 有(折) 三州岡崎専福寺

「為其被顕御印候者也」

岡崎市専福寺蔵

12 ・ 9 ・ 8 粟津勝兵衛 有(折) 濃州信願寺

「働被顕御印候者也」

岐阜県神戸町信願寺文書(岐阜

県史　 史料古代中世1　 - 537頁)

10 ・ 22 粟津勝兵衛 有(折) 濃州願正坊

「男被顕御印候也」

岐阜市願正坊蔵

18 ・ 6 ・ 3 下間少二法印 有 摂州広根村慶徳寺

「則被成御印者也」

摂津市慶徳寺蔵

10 ・ 12 下問少弐法印 有(折) 遠州横須賀道了

「男所顕御印如件」

静岡県大須賀町林正寺蔵

教
如
の
木
仏
下
付
に
つ
い
て

h

n

※は祥定印があると考えられるもの。 (折) は折紙であるこ とが明確なもの。

六

一

m

1

k

1



安
置
可
有

之
由

　

御
意
候
、

働
被
顕

御
印
候
者
也
。

松
尾
左
近

●

J

慶
長
拾
三
年

八
月
二
日

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
二
号

六
二

頌
雀

連
々
依
望

御
本
尊

・
前
卓

被
成

　

御
免
候
由
、

被

　

仰
出
候
、
有
難

可
被
存
候
、
為
其
被
顕

御
印
候
者
也
。

粟
津
勝
兵
衛

神
無
月
二
日

　　

村
昌

(花
押
)

口

(花
押
)

(岡
崎
市
専
福
寺
蔵
)

印
文
「祥
定
」

m

　　

(印
)

木
像
御
本
尊

被
成

　

御
免
候
、

有
難
被
存
可

有
安
置
之
旨

御
意
候
、
則
被
成

御
印
者
也
、下

間
少
二
法
印

印
文
『
禅
定
』

b

　

(印
)

木
仏
之
御
本

尊

・
同
寺
号

望
二
付
申
上

候
之
処
、
則

被
成

　

御
免
候
、

有
難
奉
存

能
州
鹿
嶋
郡

嶋
向
田
村

本
念
寺
下

福
勝
寺

三
州
岡
崎

専
福
寺

(石
川
県
能
登
島
町
福
勝
寺
蔵
)



(静
岡
県
小
笠
郡
林
正
寺
藤
)

j
は

「束
」
分
立
直
後
の
も
の
で
、
四
通
の
う
ち
で
は
最
も
早
い
が
こ
の
種
の
も

の
と
し
て
も
早
い
例
と
思
わ
れ
る
。
「御
本
尊
前
卓
」
御
免
の
示
す
内
容
は
、
本
尊

と
前
卓
の
二
種
類
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
あ
え
て
中
点
を
入
れ
た
。
b
は
木
仏

と
寺
号
を
セ
ッ
ト
で
許
可
し
た
も
の
で
、
後
に
は
む
し
ろ
こ
れ
が

一
般
的
と
な
る
の

(摂
津
市
慶
徳
寺
蔵
)

　　

で
あ
る
が
、
m
は
寺
号
の
あ
る
所

へ
許
可
し
た
も
の
、
n
は
寺
号
の
な
い
惣
道
場
本

尊
と
し
て
木
仏
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
少
く
と
も
、
木
仏
許
可
の
御
印
書
の
内
容
は

必
ず
し
も

一
定
で
は
な
く
、
家
臣
に
よ
り
発
給
さ
れ
て
お
り
裏
書
と
は
性
格
を
異
に

す
る
。
こ
の
よ
う
な
御
印
書
の
機
能
に
つ
い
て
次
に
検
討
し
て
み
た
い
。

摂
州

I
畏
十
八
年

六
月
三
日

頼
泰

(花
押
)

広
根
村

慶
徳
寺

近
世
の
御
印
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
数
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
従
来
よ
り
あ

ま
り
研
究
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
、
こ
れ
を
扱
っ
た
論
考
は
全
く
と

い
っ
て
い
い
程
無
い
。
た
だ
戦
国
期
か
ら
東
西
分
派
期
に
か
け
て
の
懇
志
請
取
等
の

印
判
状
の
紹
介

・
分
析
は
、
近
年
層
の
厚
い
研
究
が
提
示
さ
れ
て
い
(に
゜
大
喜
道
彦

氏
に
よ
れ
ば
、
御
印
書
を
機
能
的
視
点
か
ら
内
容
的
に
雑
多
な
も
の
㈲
、
何
が
し
か

の
免
許
を
与
え
る
免
許
状
㈲
、
懇
志
の
請
取
状
口
に
大
別
出
来
る
と
さ
れ
、
泊

・
草

野
両
氏
の
研
究
は
口
の
み
を
扱
っ
て
お
り
問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
御
印
書

の
形
式

・
機
能
は
基
本
的
に
は
近
世
に
ま
で
も
ち
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
草
野

氏
の
場
合
、
中
世
の
御
印
書
を
印
判
奉
書
等
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
古
文
書
学

六
三

遠
州
横
須
賀

道
了

教
如
の
木
仏
下
付
に
つ
い
て

n

　　

(印
)

遠
州
横
須
賀

道
了
道
場
惣
仏

之
儀
、
連
々
被
望

申
付
、
此
度

木
像
之
御
本
尊

被
成

　

御
免
候
条

有
難
可
被
存
候
、

男
所
顕

　

御
印
如
件
。

少
弐
法
印

十
月
十
二
日

　　　

頼
賑

(花
押
)

-

-

-



六
四

卓
な
ど
の
場
合
も
あ
る
が
、
木
仏
を
含
ま
な
い
も
の
は
な
い
。
ち
な
み
に
元
和
期
に

は

「釣
鐘
」
許
可
の
御
印
書
も
見
ら
れ
る

(元
和
六
年
=

一
六
二
〇

・
岐
阜
市
願
正

坊
蔵
)
。

こ
の
よ
う
に
、
家
臣
発
給
の
印
判
状
で
は
あ
っ
て
も
懇
志
請
取
状
と
御
印
書
の
間

に
は

一
定
の
相
違
も
認
め
ら
れ
る
。
殊
に
、
2
に
つ
い
て
は
門
末
に
発
給
さ
れ
る
い

わ
ゆ
る
教
団
内
文
書
に
お
い
て
、
管
見
で
は
慶
長
期
の
こ
れ
ら
の
木
仏
御
印
書
が
そ

の
初
見
と
考
え
ら
れ
、
近
世
を
通
し
て
ほ
ぽ
踏
襲
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
時
期
の
他
の

御
印
書
を
未
だ
見
出
す
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
木
仏
と
い
う

「本
尊
」
の
許
可
で
あ

れ
ば
こ
そ
許
可
あ
る
い
は
授
与
の
機
能
を
有
す
る
御
印
書
を
折
紙
形
式
で
発
給
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
懇
志
請
取
状
よ
り
さ
ら
に
重
い
意
義
が
付
与

さ
れ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
許
状
と
し
て
の
御
印
書
と
別
の
形
で
許
可

・
授
与
さ
れ
た

も
の
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
京
都
市
中
京
区
泉
龍
寺
所
蔵
の
証
如
影
像
に
は
次

の
よ
う
な
裏
書
が
付
さ
れ
る
。

本
願
寺
釈
顕
如

(花
押
)

同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
二
号

の
上
で
は
印
判
奉
書
と
い
う
用
語
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
形
式

・
同
機
能
を
有

す
る
近
世
の
御
印
書
を
ど
う
位
置
付
け
る
か
は
両
者
共
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
を
指

摘
さ
ら
に
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
筆
者
も
基
本
的
に
は
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
た

だ
許
状
と
し
て
の
御
印
書
の
場
合
、
戦
国
期
す
な
わ
ち
証
如

・
顕
如
期
の
も
の
は
報

告
さ
れ
た
事
例
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
発
給
さ
れ
て
い
た
の
か
判
然
と
し
な
い
。
ま
た

懇
志
請
取
状
の
中
に
は
必
ず
し
も
印
判
の
あ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
以
前
に
少
し
く
そ
の
事
例
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
い
こ
、
印
判
そ
の
も
の
、

印
判
の
有
無
に
つ
い
て
も
再
吟
味
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
分
派
以
降
、
近
世

に
入
る
と
懇
志
請
取
状
も
形
が
変
容
し
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
先
に
掲
げ
た
御
印
書
を
加
え
て
慶
長
期
の
も
の
で
簡
見
に
入
っ
た
も
の
を

一
覧
し
た
も
の
が
別
表
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
を
概
観
す
る
時
、
次
の
よ
う
な
諸

点
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

1
、
多
く
は
袖
に

「祥
定
」
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

2
、
懇
志
請
取
状
は
大
小
様
々
で
、
大
半
は
切
紙
で
あ
る
の
に
対
し
、
原
本
や
写
真

で
確
認
で
き
る
も
の
や
、
形
状
を
示
し
て
い
る
も
の
を
見
る
限
り
で
は
折
紙
の
傾
向

で
あ
る
。
前
掲
の
例
え
ば
n
文
書
は
、

一
見
切
紙
の
よ
う
で
あ
る
が
表
装
の
祭
下
半

分
が
切
断
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

3
、
門
主
の
意
を
奉
ず
る
奉
書
形
式
で
あ
り
懇
志
請
取
の
印
判
状
と
共
通
す
る
が
、

日
附
が
年
月
日
か
ら
成
る
も
の
も
多
く
こ
の
点
は
異
る
。

4
、
法
語
文
言
は
全
く
無
く
懇
志
請
取
状
と
異
る
。

5
、
内
容
は
管
見
の
範
囲
で
は
木
仏
に
関
わ
る
も
の
ば
か
り
で
、
例
え
ば
木
仏
と
前

「
祐
賢
J

釈
教
如

(花
押
)

詮
如
上
人
真
影

　　

尾
州
海
東
郡
冨
告
庄

蟹
江
郷
依
祐
賢
寺
号

望
重
而
令
授
与
専
龍
寺



御
印
書
を
し
被
出
候
衆
は
、
水
谷
因
幡

・
西
河
出
雲

・
御
麻
屋
和
泉
、
是
三
人

に
被
仰
付
候
、
御
台
所
に
て
お
し
被
出
候
。
後
に
御
印
を
め
し
被
上
、
奥
に
て
御

福
様
御
出
し
被
成
候

へ
、
と
御
意
被
成
候
。
時
節
御
目
を
御
煩
被
成
、
御
お
し
候

事
な
ら
ず
候
て
、
新
蔵
役
に
被
仰
付
奥
に
て
押
出
し
申
候
。
其
時
御
印
書
取
次
被

上
候
人
数
に
は
、
按
察

・
治
部
卿

・
修
理

・
河
内

・
右
近

・
左
近

・
嘉
兵
衛

・
勝

兵
衛
ヽ
此
衆
上
げ
来
し
響

に
絡
む
経
済
的
問
題
が
基
底
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
教
如
教
団
は
旧
来
の
下
間
勢
力
を
排
し
つ
つ
絶
対
的
門
跡
権
の
確
立
を

目
ざ
し
た
が
、
結
果
的
に
粟
津
家
も
第
二
の
下
間
家
的
存
在
と
な
り
。
粟
津
大
進
が

奏
者
を
独
占
し
申
物
の
全
権
を
掌
握
し
、
免
許
ル
ー
ト
を

一
本
化
し
た
こ
と
の
唯

一

の
公
式
記
録
と
し
て

「申
物
帳
」
の
成
立
を
位
置
付
け
ら
れ
る
。

た
だ
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
「申
物
帳
」
は
必
ず
し
も
免
許
体
系
の

一
本
化

で
な
い
こ
と
を
、
そ
の
後
上
場
顕
雄
氏
が
指
摘
さ
れ
七
万
、
そ
れ
と
は
別
に
、
分
派

後
の
家
臣
団
の
動
向
に
つ
い
て
は
傾
聴
す
べ
き
点
が
多
い
。
殊
に
本
文
中
に
引
用
さ

れ
る
寛
永
四
年

(
一
六
二
七
)
七
月
十

一
日
付
粟
津
右
近

・
下
間
治
部
卿
の
言
上
書

は
そ
の
間
の
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
史
料
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
時
期
申
物
の
取
次
と
し
て
御
印
書
を
作
成
し
う
る
人
物
に
つ
い
て
「宇

野
新
蔵
覚
書
」
三
〇
に
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

者
也

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
簡
単
に
紹
介
し
に
こ
と
が
あ
り
参
照
さ
れ
た
い
が
、
問

題
の
多
い
裏
書
と
い
え
る
。
顕
如

・
教
如
の
両
者
の
署
名
が
あ
る
が
、
殊
に
後
者
が

祐
賢
に
寺
号
を
授
与
す
る
旨
を
記
す
こ
と
に
特
に
注
目
し
た
い
。
又
こ
れ
に
は
年
号

が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
祐
賢
が
天
正
十
五
年

(
一
五
八
七
)
教
如
よ
り
下
付
さ
れ

た
親
鸞
御
影
の
裏
書
に
は
、
「専
龍
寺
」
と
寺
号
が
明
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
寺

号
授
与
の
記
載
は
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
極
め
て
異
例
の
裏
書
で

あ
り
、
裏
書
と
い
う
形
を
と
る
が
、
い
わ
ば
門
主

(新
門
)
が
直
接
差
し
出
し
た
こ

と
に
よ
り
直
書
と
し
て
の
機
能
を
内
包
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
こ

の
よ
う
な
例
は
管
見
で
は
他
に
知
り
得
ず
、
祐
賢
と
い
う
教
如
に
極
め
て
近
い
存
在

の
も
の
で
あ
り
特
殊
な
事
例
と
も
い
え
る
が
、
授
与

・
許
可
が
御
印
書
と
い
う
形
に

定
式
化
す
る
以
前
の

一
例
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
時
期
の
申
物
下
付
を
視
点
と
し
た
教
如
家
臣
団
の
動
向
に
つ
い
て
注

目
し
て
み
た

い
。

慶
長
二
十
年

「申
物
帳
」
の
成
立
を
創
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
礼
銀
の
権
限

　　　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
初
御
印
書
は
水
谷
、
西
河
、
御
麻
屋
の
三
人
が
台
所
で
印
を

教
如
の
木
仏
下
付
に
つ
い
て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

六
五

教
如
の
家
臣
団
の
形
成

・
動
向
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
大
桑
斉
氏
に
よ
り
詳
細
な

論
考
が
提
示
さ
れ
て
い
(に
゜
そ
れ
は
従
来
の
下
間
系
勢
力
を
徐
々
に
お
さ
え
排
除
し
、

子
飼
家
臣
の
進
出
、
殊
に
粟
津
家
の
台
頭
が
事
実
上
な
さ
れ
た
過
程
を
言
及
さ
れ
、

四



同
朋
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要
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押
し
、
出
し
て
い
た
が
、
後
に
印
を
召
し
上
げ
ら
れ
、
御
福
様

へ
替
っ
た
が
目
を
煩

わ
れ
た
の
で
宇
野
新
蔵
が
奥
に
て
押
し
、
次
の
八
名
が
取
次
ぎ
を
し
た
と
い
う
。
す

な
わ
ち
下
間
按
察
頼
竜

・
下
間
治
部
卿
頼
良

・
横
田
修
理
重
恒

・
横
田
河
内
重
次

・

粟
津
右
近
元
辰

・
松
尾
左
近
元
貫

・
稲
波
嘉
兵
衛
久
政

・
粟
津
勝
兵
衛
村
昌
で
あ

る
。こ

れ
以
前
、
教
如
隠
居
当
時
は
按
察

・
治
部
卿

・
右
近

・
左
近

・
嘉
兵
衛

・
河
内

の
六
人
で
あ
り
、
さ
ら
に
天
満
時
代
教
如
か
た
ず
み
の
時
の
御
札
衆
披
露
は
刑
部
卿

(
13
)

(頼
廉
)

　

一
人
、
内
証
で
は
右
近

・
左
近
の
両
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
以
前
は

刑
部
卿
と
少
進

(伸
之
)
が
披
露
と
申
物
の
取
次
の
両
方
を
行

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
教
如
は
別
立
を
機
に
、
取
次
の
人
数
を
次
第
に
増
加
し
て
い
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
殊
に
従
来
の
取
次
に
加
え
て
粟
津
村
昌
や
下
間
頼
賑
を
新
規
に
加
え
て

お
り
、
前
者
は
祖
像
奉
還
の
功
に
よ
り

「申
物
之
取
次
諸
事
御
免
被
な
匹
」
と
し
て

江
戸
駿
河
の
武
士
衆
の
御
礼
披
露
の
任
に
あ
た
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
坊
主
衆
に
対
し

て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
下
間
頼
賑
は
准
如
方
よ
り
教
如
方
と
な
っ

た
人
物
で
、
新
門
観
如
の
奏
者
と
な
る
も
慶
長
十
六
年
に
早
世
し
た
た
め
後
に
教
如

の
奏
者
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
准
如
側
の
木
仏
下
付
記
録
で
あ
る

「木
仏
之
留
」

に
は
、
慶
長
七
年
十
月
ま
で
は
取
次
と
し
て
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
九
年

に
は
教
如
に
召
し
出
さ
れ
た
よ
う
で
心
匹
が
、
准
如
方
に
お
い
て
重
職
で
あ
っ
た
者

を
、
教
如
方
に
お
い
て

一
層
重
用
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
教
如
の

家
臣
団
育
成
の
態
度
の

一
面
が
知
ら
れ
よ
う
。
頼
賑
は

一
時
期

「頼
泰
」
と
名
乗
っ

た
こ
と
が
別
表
の
m
御
印
書
か
ら
知
ら
れ
る
が
、
帰
参
に
よ
っ
て

一
時
期
名
乗
り
を

六
六

自
筆
で

「木
仏
之
留
」
を
書
き
綴
っ
て
お
り
、
家
臣
で
な
く
自
身
に
よ
っ
て
記
載
さ

れ
る
と
こ
ろ
に
、
木
仏
下
付
の
重
要
性
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
と
共
に
、
こ
れ
が
慶

長
二
年
よ
り
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
初
め
の
部

分
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
前
が
欠
失
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
こ
の
年

か
ら
起
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
年
御
影
堂
が
新
築
な
り
、
何
ら
か
の
形
で

組
織
上
の
拡
充
と
共
に
、
准
如
自
身
正
式
に
木
仏
を
下
付
し
だ
し
た
と
考
え
て
も
不

自
然
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
時
期
を
同
じ
く
し
て
教
如
も
木
仏
下
付
を
本
格
化
さ
せ
る

こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
が
、
次
に
教
如
の
木
仏
下
付
の
あ
り
方
を
あ
ら
た
め
て
注

目
し
て
み
た

い
。

変
更
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
「木
仏
之
留
」
に
よ
れ
ば
慶
長
七
年
位
迄
の
取
次
は
、
下
間
頼
廉

・
下
間

頼
玄
と
今
の
頼
賑
の
三
人
の
名
が
見
ら
れ
、
少
く
と
も
木
仏
に
限
っ
て
は
こ
の
三
者

に
よ
り
取
次
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
頼
賑
が
教
如
方

へ
移
っ
た
後
の
状
況
は

不
明
で
あ
る
が
、
取
次
衆
の
数
は
教
如
方
の
方
が
か
な
り
多
い
。
そ
し
て
、
こ
の
時

期
の
准
如
方
の
免
物
に
関
す
る
御
印
書
を
今
の
と
こ
ろ
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

あ
る
い
は
調
査
不
足
に
て
今
後
管
見
に
入
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
例
え
ば
良
如
期
の

(
17
)

木
仏
許
状
に
お
い
て
も
御
印
書
の
形
態
を
と
っ
て
い
な
い
例
も
あ
り
、
准
如
の
意
を

奉
ず
る
形
で
の
御
印
書
は
ど
の
程
度
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
准
如
は



泉
龍
寺祐

賢

(花
押
)

五
月
廿
三
日

竹
中
采
女
様

謹
言
、

五

此
間
者
、
久
不
申
承
本
意
之
外
候
、
然
者
木
像
之
本
尊
之
儀
承
候
、
則
安
置
あ
る

へ
く
候
、
御
若
輩
二
奇
特
之
御
志
候
、
御
母
儀
殊
信
者
に
て
候
つ
る
間
、
別
而
御

孝
行
に
も
な
り
申

へ
く
候
哉
、
御
出
京
之
節
、
不
図
御
尋
所
仰
候
、
猶
期
面
上
候
、

恐
々
謹
言
、

五
月
廿
三
日

　　　　　　　　　　　　　　　　　

教
如

(花
押
)

竹
中
采
女
殿床

下

横
田
修
理
も
、
以
別
紙
可
申
候

へ
共
、
我
々
相
心
得
可
申
上
之
由
二
候
、
已
上
、

久
不
申
承
御
床
敷
存
候
、
悟
貴
様
木
仏
御
望
之
由
、
従
岐
阜
殿
被
仰
候
、
其
通
横

修
理
被
達

　

上
聞
候
処
、
一
段
被
成
御
感
、
則
可
被
成
御
安
置
之
御
書
被
差
遣
候
、

現
当
二
世
之
御
冥
加
不
可
如
之
候
、
御
崇
敬
尤
存
候
、
猶
以
拝
顔
可
申
述
候
、
恐
々

「教
如
の
木
仏
下
付
に
つ
い
て
」

木
仏
は
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん

そ
れ
を
明
確
に
知
り
得
る
記
録
等
は
存
在
し
な
い
が
、
岐
阜
県
垂
井
町
明
泉
寺
に
は

木
仏
下
付
に
関
す
る
五
月
二
十
三
日
付
の
教
如
書
状
と
御
堂
衆
泉
竜
寺
祐
賢
の
添
状

が
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
注
目
し
て
み
た
い
。

「竹
中
采
女
殿

　　　

教
如

床
下

　　　

」

(
20
)

人
々
御
中

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
竹
中
采
女
の
木
仏
希
望
の
旨
は
織
田
秀
信
を
介
し
て
祐
賢
に
伝

え
ら
れ
、
横
田
修
理

(重
恒
)
を
通
し
て
教
如
に
達
せ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
祐
賢
が
教
如
の
御
書
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ら
の
文
書
を
携
え
て
使
者
と

な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
尚
々
書
に
よ
り
横
田
修
理
の
書
面
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
が
、
伝
存
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
御
書
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
わ
ゆ
る

御
印
書
で
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
新
潟
県
専
徳
寺
所
蔵
の
六
月
七
日
付
粟
津
右

近
元
辰
書
状
に
よ
れ
ば
、
木
仏
御
免
に
関
し
て
、
「御
自
筆
之
御
書
出
被
成
下
候
」

と
あ
り
、
印
は
捺
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
加
賀
市
慶
徳
寺
文
書
、松
尾
左
近
の
慶
長
十
六
年
三
月
三
日
付
御
印
書
に
は
、

三
月
二
十
二
日
付
の
御
堂
衆
と
思
わ
れ
る
永
炊
寺
某
の
添
状
が
見
ら
心
匹
。
さ
ら
に

岡
崎
市
浄
光
寺
に
は
、
元
和
初
年

(
一
六

一
九
頃
)
の
粟
津
大
進
法
印
元
辰
書
状
の

添
状
と
考
え
ら
れ
る
祐
賢
1　
状
が
存
礼
匹
。
こ
れ
は
板
倉
勝
重
の
系
類
で
あ
る
板
倉

木
工

へ
充
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「木
仏
者
、
貴
様

へ
被
成
御
免
候
上
者
、
何

れ
の
寺
に
可
被
成
御
立
候
共
、
貴
意
次
第
に
て
御
座
候
、」
と
あ
り
、
木
仏
は
あ
く

ま
で
木
工
自
身
に
許
可
さ
れ
た
も
の
で
、
結
果
的
に
菩
提
寺
で
あ
る
浄
光
寺

へ
寄
進

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
個
人
に
許
可
さ
れ
た
木
仏
が
寺

へ
寄
進
さ
れ
た
事
が

六
七



同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
二
号

知
ら
れ
る
と
共
に
、
多
く
の
場
合
祐
賢
を
は
じ
め
と
す
る
御
堂
衆
が
関
与
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
木
仏
下
付
に
関
す
る
書
状
を
見
る
限
り
御
堂
衆
が
そ
の
窓
口
と

な
り
、
取
次

・
奏
者
を
経
て
教
如
の
意
を
授
く
こ
と
が
基
本
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
、
教
如
が
直
接

「御
書
」
を
下
す
場
合
は
、
取
次
は
教
如
の
意
を
示

す
必
要
が
な
い
か
ら
印
を
捺
さ
ず
に
添
状
を
発
給
す
る
。
ま
た
教
如
の
木
仏
裏
書
も

存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
全
て
に
添
え
ら
れ
た
と
は
残
存
状
況
か
ら
い
っ
て
も
考
え

ら
れ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
下
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
詳
細
は
不
明
確
で
あ
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
御
堂
衆
の
関
与
は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
教
如
は
尾
張
の
祐
賢
や
三

河
の
唯
宗

(宝
光
坊
)
な
ど
の
有
力
御
堂
衆
を
は
じ
め
全
国
か
ら
四
十
名
以
上
が
近

侍
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
心
哨
、
教
如
の
子
飼
家
臣
の
育
成
を
大
桑
斉
氏
が
指
摘
さ

れ
た
こ
と
は
前
に
も
ふ
れ
た
が
、
御
堂
衆
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

(
25
)

る
。
そ
れ
は
取
次
礼
銀
に
も
御
堂
衆
分
と
し
て
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
頷
く
こ
と
が
出
来
る
が
、
家
臣
団
の
組
織
化
と
共
に
御
堂
衆
の
動
向
が
教
如
教
団

の
形
成
に
大
き
く
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

六
八

ま
ず
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
調
査
で
は
あ
る
が
、
慶
長
期
の
木
仏
に
関
わ
る
御
印
書

が
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
、
准
如
の

「木
仏
之
留
」
の
開
始
年
次
と
同
様
ほ
ぽ
同
時
期

に
両
者
に
よ
っ
て
木
仏
下
付
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
、

草
野
顕
之
氏
も
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
慶
長
初
年
段
階
で
教
如
方
の
奏
者
体
制
と
そ
の

下
部
組
織
が
准
如
方
と
同
質
に
ま
で
整
備
さ
れ
、
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
象
徴
し
て

心
り

教
如
が
文
禄
五
年

(慶
長
元
年
・
一
五
九
六
)
摂
津
渡
辺
の
地
に
て
「大
谷

本
願
寺
」
の
洪
鐘
を
鋳
造
し
て
い
る
に
四
、
す
な
わ
ち
新
生
本
願
寺
の
堂
宇
を
建
立

し
て
い
る
こ
と
と
も

一
致
す
る
。

そ
し
て
、
教
如
の
教
団
形
成
の
上
で
も
本
尊
た
る
木
仏
の
許
可

・
下
付
は
、
い
ま

だ
流
動
的
で
あ
る
両
派
の
門
末
の
動
向
を
決
定
な
ら
し
め
る
具
体
的
物
証
と
見
る
こ

と
も
出
来
よ
う
。
御
印
書
を
見
る
限
り
で
は
、
下
付
と
い
う
よ
り
御
免

・
許
可
で
あ

り
、
寺
院
道
場
な
ど
の

「場
」
と
い
う
よ
り

「個
人
」
に
対
し
て
の
場
合
も
あ
り
、

仮
り
に
准
如
方
の
道
場
に
お
い
て
も
個
人
の
寄
進
に
よ
り
、
教
如
御
免
の
そ
れ
を
安

置
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
木
仏
安
置
が
必
ず
し
も
寺
号
の
あ
る
寺
に
の
み
許
可
さ
れ
て
い
る
と
は

限
ら
ず
、
道
場
や
門
徒
宅
に
も
許
可
さ
れ
て
お
り
、
教
如
期
に
お
い
て
は
、
木
仏
は

寺
号
に
付
随
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
、
木

仏
と
寺
号
は
幕
府
に
よ
る

「寺
」
の
確
定
と
の
関
わ
り
の
中
で
次
第
に

一
体
化
し
て

ゆ
く
も
の
と
思
わ
れ
、
次
の
宣
如
代
に
は
そ
れ
が
明
確
と
な
り
木
仏
安
置
が
数
字
の

上
か
ら
も
顕
著
と
な
る
。

木
仏
御
免
の
御
印
書
の
古
文
書
学
的
な
様
式
論
に
つ
い
て
も
詳
細
に
論
じ
得
な

以
上
、
教
如
の
下
付
物
と
の
関
連
か
ら
殊
に
慶
長
期
の
木
仏
御
印
書
に
つ
い
て
大

雑
把
に
概
観
し
た
が
、
問
題
を
整
理
し
つ
っ
こ
、
三
の
問
題
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て

お
き
た

い
。

結
び
に
か
え
て



ぺ

2
)

「名
古
屋
別
院
史
」
通
史
編
八
三
頁

心

3
W

柏
原
祐
泉

「日
本
近
世
近
代
仏
教
史
の
研
究
」

　

一
三
頁

「越
前
真
宗
史
料
展
」
解
説
総
目
録
陥
.
36
芦
原
町
昭
順
寺
蔵

草
野
顕
之

「本
願
寺
教
団
に
お
け
る
印
判
奉
書
の
意
味
」
(仏
教
史
学
研
究
第
25
巻

2
号
)
、
泊
清
尚

「本
願
寺
懇
志
請
取
状
の
基
礎
的
考
察
」
(同
第
27
巻
1
号
)
、
拙

稿
史
料
紹
介

「
下
間
性
乗
発
給
印
判
状

一
通
」
(同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要

七

・
八
合
併
号
)

大
喜
直
彦

「中
世
後
期
本
願
寺
末
寺
の
歴
史
的
性
格
」
(平
松
令
三
先
生
古
稀
記
念

論
集

「日
本
の
宗
教
と
文
化
」
所
収
)

拙
稿

「
三
河
本
願
寺
教
団
の
復
興
と
教
如
の
動
向
」
(北
西
弘
先
生
還
暦
記
念

「中

世
仏
教
と
真
宗
」
所
収
)

の
課
題
と
し
た
い
。

諸
兄
の
御
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

か
っ
た
が
、
泊
清
尚
氏
の
指
摘
さ
れ
る
印
判
の
差
異
に
よ
る
年
次
の
確
定
や
、
書
き

止
め
文
言
の
差
異
に
よ
る
門
主

(新
門
)
教
如
の
あ
り
方
を
想
定
す
る
見
方
に
つ
い

て
は
、
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
少
く
と
も
御
印
書
に
つ
い
て
は
言
い
き
れ
な
い
と
思

わ
れ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
門
跡
顕
如
が
公
式
の

「如
件
」
を
、
新
門
教
如
が
略
式
の

「被
顕
御
印
候
也
」
を
使
用
し
、
教
如
の
門
跡
正
式
継
職
期
は
や
は
り

「如
件
」
を

使
用
す
る
と
分
析
さ
れ
る
。
し
か
し
木
仏
御
印
書
に
は
両
者
の
使
用
例
が
あ
り
、
教

如
の
動
向
か
ら
す
れ
ば
文
禄
二
年
以
降
も
退
隠
の
意
識
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ

ず
、
は
た
し
て
こ
の
時
期
、
文
言
の
細
部
に
至
る
迄
ど
こ
ま
で
厳
密
に
本
来
的
な
様

式
が
考
慮
さ
れ
て
発
給
さ
れ
て
い
た
か
疑
問
が
残
る
。
少
く
と
も
、
記
録
上
の
も
の

や
原
態
を
失
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
袖
に
祥
定
印
を
捺
し
、
折
紙
形
式
に
統

一

八

1
W

註
八

8
W

拙
稿

「京
都
市
泉
龍
寺
蔵
証
如
影
像
」
(同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
報
第
3
号
)

大
桑
斉

「東
本
願
寺
の
奏
者
に
つ
い
て
」
(大
谷
学
報
第
49
巻
2
号
)

上
場
顕
雄

「栗
津
家
所
蔵

「申
物
帳
」
に
つ
い
て
」
(近
世
仏
教
第
4
巻
2
号
)

「続
真
宗
大
系
」
第
十
六
巻

一
〇
三
頁

同

一
〇

一
頁

同
九
四
頁

同
九
四
頁

「宇
野
新
蔵
覚
書
」
二
七

(同
右

一
〇
二
頁
)

「束
本
願
寺
家
臣
名
簿
」

「越
前
真
宗
史
料
展
」
解
説
総
目
録
陥
.
37
福
井
市
西
誓
寺
蔵
文
書

六
九

一 一 一 一 一 一 一 一

17　 16　 15　 14　 13　 12　 11　 10
一 一 一 一 一 一 一 一

八

9
W

そ
し
て
、
従
来
懇
志
請
取
状
と
し
て
の
印
判
状
が
殊
に
教
如
に
お
い
て
折
紙
形
態

と
な
り
、
「祥
定
」
印
が
御
免
を
意
味
す
る
に
至
り
、
そ
の
機
能
の
変
化
は
新
生
本

願
寺
の
教
如
の
門
跡
権
構
築
の
具
体
的
表
明
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
と

共
に
、
教
団
の
あ
り
方
の
変
質
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
さ
ら
に
こ
う
し
た

木
仏
免
許
に
代
表
さ
れ
る
免
物
下
付
の
一
元
化
は
、
家
臣
団
組
織
の
整
備
と
礼
銀
等

の
一
定
化
、
そ
れ
に
伴
う
門
末
の
固
定
化
、
ひ
い
て
は
教
権
の
絶
対
化
を
導
い
た
と

い
え
る
。

た
だ
御
印
1　
と
裏
書
に
つ
い
て
は
そ
の
関
連
性
に
つ
い
て
触
れ
得
な
か
っ
た
が
、

御
免

・
許
可
と
下
付
の
意
味
の
差
で
あ
ろ
う
か
。
近
世
御
印
書
の
研
究
と
共
に
今
後

教
如
の
木
仏
下
付
に
つ
い
て

へ

5
W

へ

4
W

(
7
)

　

「真
宗
初
期
遺
跡
寺
院
資
料
の
研
究
」
解
題

・
四

　

本
願
寺
関
係
文
書

(同
朋
学
園

佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
七

・
八
合
併
号
)

さ
れ
た
も
の
と
予
想
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
後
世
に
な
る
と
、
切
紙
で
あ
っ
た
り
印

　　　

(
6
)

の
な
い
も
の
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。



同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
二
号

(
18
)

　

顕
如
の
意
を
示
す

「明
聖
」
印
は
准
如
に
よ
り
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
泊

氏
も
指
摘
さ
れ
る
。

(
19
)

　

「本
願
寺
史
料
集
成
」
所
収
。
千
葉
乗
隆
氏
は
、
全
体
が
准
如
の
筆
跡
と
断
定
さ
れ

る
。

(
20
)

　

「岐
阜
県
史
」
史
料
編

　

古
代

・
中
世

一

　

五

一
九
頁

(
21
)

　

「な
む
の
大
地
」

　

一
一
八
頁

(
g
文
書
)

(
22
)

　

「加
賀
市
史
」
資
料
編
第
三
巻

一
二
二
頁

(d
文
書
)

(
23
)

　

「新
編
岡
崎
市
史
」
史
料
古
代
中
世
編
六
四
八
頁

(
24
)

　

日
下
無
倫

「東
本
願
寺
創
草
時
代
の
御
堂
僧
に
つ
い
て
」
(日
本
佛
教
史
学
三
巻

一

号
)
、
「名
古
屋
別
院
史
」

　

一
二
九
頁

(
25
)

　

註
(9
)
に
よ
れ
ば
、
慶
長
末
年
頃
の

「古
今
万
御
礼
日
記
」
が
引
用
さ
れ
、
次
の

如
く
で
あ
る
。

御
所
様

　　

判
金
壱
枚

カ
ミ
様

　　

銀
子
百
匁

御
児
様

　　

同

　

百
匁

当
座
御
礼

　

同

　

廿
匁

侍
衆

　　　

同

　

廿
匁

御
堂
衆

　　

同

　

廿
匁

　

嘉
兵
衛
日
記
二
(
十
五
匁
ト
ア
リ

取
次

　　　

同

　

八
十
六
匁

小
取
次

　　

同

　

五
匁

　

左
近
日
記
二
(
四
匁
卜
有

(
26
)

　

註
(5
)

(召

　

大
阪
市
北
区
大
谷
派
難
波
別
院
蔵
撞
鐘
銘

(補
註
)

本
稿
校
正
段
階
に
至
っ
て
、
岐
阜
県
養
老
町
専
了
寺
に
て
慶
長
二
年
七
月
十
四
日
付
の

稲
波
嘉
兵
衛
敞
政
発
給
の
飛
複
御
免
の
御
印
書

(折
紙
)
を
見
出
し
た
。
慶
長
最
初
年
か
ら
、

木
仏
以
外
の
許
状
と
し
て
の
御
印
書
が
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
明
記
し
て

お
き
た
い

(た
だ
本
文
書
は
原
本
と
思
わ
れ
る
が
写
し
の
可
能
性
も
残
す
)
。

七
〇

回
心

依
連
々
望
、
其
方

へ

飛
槍
之
出
仕
被
成

御
免
候
間
、
難
有

被
存
、
向
後
可
被
得

其
意
候
、
男
被
顕

御
印
者
也
。稲

波
嘉
兵
衛
尉

慶
長
二
年

　　　

尚
政

(花
押
)

七
月
十
四
日

丁
酉
己
刻

濃
州
多
芸
郡
栗
笠
村

専
了
寺

(付
記
)

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
同
朋
大
学
織
田
顕
信
教
授

・
金
龍
静
氏

・
石
川
県
立
図
書
館
加

能
史
料
編
さ
ん
室
木
越
祐
馨
氏
に
史
料
所
在
等
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
謝
意
を
表
し

た

い
。

成
徳


